
 

 

令和８年３月２３日  

入札参加者各位 

 

契約の保証及び前払金保証に係る保証証書等の電子化について（通知） 

 

 日頃から、川崎市住宅供給公社の契約事務に御協力いただきありがとうございます。 

 令和 8 年 4 月 1 日施行の川崎市住宅供給公社の行う工事の前払金に関する要綱の改

正に伴い、次のとおり電磁的方法による保証（以下「電子保証」という。）を導入する

こととなりましたので、お知らせいたします。 

 

１ 対象となる契約  

(1) 前払保証及び前払保証事業会社（東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用

保証株式会社または西日本建設業保証株式会社）による契約保証については、全て

の川崎市住宅供給公社発注案件が対象となります。 

  (2) 履行保証保険及び工事履行保証（履行ボンド）による契約保証については、保険

会社が電磁的記録により発行する保険証券等（ＰＤＦ方式により発行された保険

証券等をいう。以下「ＰＤＦ発行証券」という。）を電子メールにより受注者から

契約担当に提出する方法を含むものとしています。 

     なお、PDF 発行証券を電子メールにより受注者から契約課に提出する方法を含

むものとする措置は、川崎市に準じて令和８年４月３０日までの暫定的な取扱い

とし、令和８年５月１日以降の取扱いについては、決まり次第、お知らせいたし

ます。 

 

２ 開始時期  

  令和８年４月１日以降に契約の締結を行う案件から適用します。 

 

３ 電子保証の取扱いについて  

(1) 前払保証及び前払保証事業会社による契約保証の場合  

  具体的な手続方法については、別紙１「『電子保証』周知案内リーフレット（東

日本建設業保証株式会社作成）」を御参照ください。  

なお、認証キーのメール送信先につきましては、次のとおりとなります。 

ア 工事請負契約の契約保証及び前払保証 

  契約手続時に御案内する契約担当メールアドレスになります。  

  イ 業務委託契約の契約保証及び前払保証  

    落札決定後に電話又はメール等でお伝えします。  



 

 

 (2) 履行保証保険及び工事履行保証（履行ボンド）による契約保証の場合  

   具体的な手続方法については、別紙２「契約の保証に係る保証証書等の電子化

に関する暫定的な取扱いについて」を御参照ください。  

   なお、ＰＤＦ発行証券を発行する各保険会社の共通窓口連絡先（電子メールア

ドレス）は、ＰＤＦ発行証券の申し込みをされる際に公社契約担当までお尋ねく

ださい。  

 

４ その他  

従来どおり、書面による保証証書の取扱いも可能です。 

 

（問合せ先） 

川崎市住宅供給公社総務部総務課 

庶務係 電話：044-244-7575  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


